
太田市ふれあいセンター条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

              太田市長 穂 積 昌 信  

 

太田市規則第２５号 

 

太田市ふれあいセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

太田市ふれあいセンター条例施行規則（平成１７年太田市規則第３

５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第４号中「規定により」の次に「、又は太田市生涯学

習センター条例施行規則（平成１７年太田市教育委員会規則第２９号）

第６条の規定により」を加える。 

様式第１号から様式第３号までを次のとおり改める。 

 



様式第１号（第５条、第６条関係） 

 

ふれあいセンター利用許可申請書兼減免申請書 

 

年  月  日  

 

 (宛先) ふれあいセンター館長 

 

団 体 名        

申請者  住所              

氏名           

電話           

 

 次のとおり利用したいので許可を申請します。 □また、使用料の減免についても申請します。 

利用目的 

 

 

(会議等の名称) 

利用場所 人数 利用日 曜日 利用時間 使用料 

   月  日   時 ～  時 円 

   月  日   時 ～  時  

   月  日   時 ～  時  

   月  日   時 ～  時  

   月  日   時 ～  時  

利 用 備 品 

名称         利用数量 備品使用料  

使用料合計  

減 免 額  

納 付 額  

減免を受けようとする理由(太田市ふれあいセンター条例施行規則第6条第1項に該当) 

 □ 市又は市教育委員会の主催又は共催(100／100) 

 □ 公共団体(100／100) 

 □ 市内の社会教育関係団体、公共的団体、福祉団体等の社会教育活動、講座、研修、会議(1

00／100) 

 □ 市長が特に認めたとき。 

※１ 太線の枠内に記入してください。 

※２ 本申請の内容が条例又は施行規則に適合しない場合は、不許可となることがあります。 

使用料を徴収しないことの確認(太田市ふれあいセンター条例第7条第1項ただし書に該当) 

□ 公民館登録団体等 

    （公民館登録団体決定通知書、生涯学習センター登録団体決定通知書） 

 □ 市内住民（会員名簿） 

 □ その他(                   ) 



様式第２号（第５条、第６条関係） 

    

 

※ 利用状況が条例又は施行規則に適合しない場合は、利用許可を取り消すことがありま

す。

ふれあいセンター利用許可書兼減免承認書

年 月 日

様

ふれあいセンター館長 印

次のとおり利用を許可します。 □また、使用料の減免を承認します。

利用目的

(会議等の名称)

利用場所 人数 利用日 曜日 利用時間 使用料

月 日 時 ～ 時 円

月 日 時 ～ 時

月 日 時 ～ 時

月 日 時 ～ 時

月 日 時 ～ 時

利 用 備 品

名称 利用数量 備品使用料

使用料合計

減 免 額

納 付 額

備考

許可条件



様式第３号（第７条関係） 

   

※ 申請者と口座名義人が異なる場合は、以下の委任状にご記入ください。

ふれあいセンター使用料還付申請書

年 月 日

(宛先) ふれあいセンター館長

団体名

申請者 住所

氏名 印

電話

次のとおりふれあいセンター使用料の還付を申請します。

還付を受けようとする期間 還付を受けようとする時間

年 月 日から

年 月 日まで

午前・午後 時 分から

午前・午後 時 分まで

利 用 場 所 納付済額

円
利 用 目 的

利 用 備 品

還付を受けようとする理由 還付申請額

円

振
込
先

フ リ ガ ナ

口座名 義人

金融機 関名

銀 行

信用金庫

信用組合

労働金庫

農 協

本 店

支 店

出張所

本 所

支 所

預 金 種 別 ． ． ． ． （ ）１ 普通 ２ 当座 ３ 貯蓄 ４ その他

口 座 番 号
（店番号は記入しないでください）

委任状

年 月 日

団体名

申請者 住所

（委任した人）氏名 印

私は、還付金の受領に関する権限を下記の者に委任します。

記

受取人 住所

（委任された人）氏名



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行日前に改正前の様式により提出された施行日以後

のセンターの利用に係る申請は、改正後の様式により提出されたも

のとみなす。 

３ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第１号

及び様式第２号による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 


